
                      第 ５３ 号議案  

 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例案 

 

上記の議案を提出する。 

 

    令和 ４ 年 １２ 月 １ 日 

 

 

     提出者  国 立 市 長    永 見 理 夫 

 

 

（説 明） 地方公務員法の一部改正に伴い、規定の整備を行うため、関係

条例の一部を改正するものである。 

 

 

  地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例案 

 

（職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正） 

第 １ 条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和２６年１１月

国立市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、

「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第３条第１項ただし書、第４条第１項ただし書及び第８条第１項中「再

任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

（職員の懲戒の手続および効果に関する条例の一部改正） 

第 ２ 条 職員の懲戒の手続および効果に関する条例（昭和３７年１０月国

立市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「６月以下」の次に「の期間、その発令の日に受ける」を加え、

「給料月額と地域手当と」を「給料及びこれに対する地域手当」に改め、「減



ずる」の次に「ものとする」を加え、同条に後段として次のように加える。 

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する

地域手当の合計額の１０分の１に相当する額を超えるときは、当該額を

減ずるものとする。 

（国立市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第 ３ 条 国立市職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月国立市条例

第３１号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(３) 国立市職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項までの

規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を

延長された管理監督職を占める職員 

第６条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

（公益的法人等への国立市職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第 ４ 条 公益的法人等への国立市職員の派遣等に関する条例（平成１６年

３月国立市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第１号中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は

第２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に改め、

同項第４号中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同項中第５号を第６

号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

(５) 国立市職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項までの

規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を

延長された管理監督職を占める職員 

（国立市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第 ５ 条 国立市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１９年

３月国立市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 
 

付 則 
 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「改



正法」という。）附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員

は、第１条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例第２条第２項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。 

（国立市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 改正法附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員は、第

３条の規定による改正後の国立市職員の育児休業等に関する条例第６条に

規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。 

（公益的法人等への国立市職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

４ 改正法附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２

項の規定により採用された職員は、第４条の規定による改正後の公益的法

人等への国立市職員の派遣等に関する条例第２条第２項第１号の地方公務

員法第２２条の４第１項の規定により採用された職員とみなす。 

（国立市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

５ 改正法附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員は、第

５条の規定による改正後の国立市人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例第３条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。 

 


